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第１予算審査特別委員会（第４日目） 1 

H24.3.21 (水)10：00～ 2 

第 一 委 員 会 室 3 

開  会 １０：００ 4 

委 員 長 おはようございます。 5 

 ただいまより第１予算審査特別委員会を開会いたします。 6 

 委員動静報告 7 

委 員 長 ただいまの出席委員数は９名であります。 8 

 これより本日の会議を開きます。 9 

 あらかじめ申し上げておきます。初日に確認させていただきましたが、審査の 10 

進め方については、歳出は款別に、歳入は一括して説明を受けた後、関連議案 11 

を含めて質疑を行います。討論、採決については、最終日に行うということに 12 

なっております。意見あるいは要望については、討論の際述べていただくこと 13 

になっておりますので、質疑は簡潔に行っていただき、特に付託事件以外の質 14 

疑は行わないようにご配慮を改めてお願い申し上げます。 15 

 土木費 16 

委 員 長 それでは、土木費の説明を求めます。建設部長。 17 

大平部長 （土木費について説明する。） 18 

委 員 長 説明が終わりました。 19 

 これより質疑に入ります。質疑ございますか。 20 

木  下 ４件ほどお願いします。 21 

 まず、ページ数115ページ、除雪等委託料の３億7,739万6,000円、これにつきま 22 

しては、除排雪組合に委託していると思いますけれども、その除排雪組合の組 23 

合員の構成は、登録というのですか、何社ぐらいかお聞きします。その中で、 24 

１社平均でどのぐらいのキロ数を請け負っているのかもあわせて伺います。 25 

 それから、115ページの道路の新設改良事業費の２億4,057万2,000円、この中に 26 

東１線、東１の授業場通り５丁目から６丁目にかけて歩道がないのですよ。そ 27 

れで、その歩道の整備費が計上されているかどうか伺います。されていなけれ 28 

ば、いつごろの見込みでされるかもあわせて伺います。 29 

 それと、同じく115ページに関連しますけれども、屋根雪で倒壊した家屋が、こ 30 

の冬何軒かあると思いますけれども、今後何か対策を考えているのかどうかも 31 

あわせて伺います。 32 

 その他、屋根雪が落雪しまして、道路に直接かぶってきて、歩行者などに被害 33 

を与えかねないところもありますので、こうした箇所の対策を新年度の中でど 34 

のように考えているのかもあわせてお聞きします。 35 

 以上でございます。 36 

深瀬課長 １点目の質問で、除雪の組合の構成と１社当たりどのくらい除雪しているかと 37 

いうことでございますけれども、組合の構成は16社で構成されております。新 38 

雪除雪しているのが405キロメートルですので、単純に16社で割り返しますと１ 39 

社当たり25キロぐらいになろうかということでございます。 40 

 以上です。 41 

尾崎副主幹 土木課、尾崎と申します。 42 

 ２番目のご質問でございますが、東第１授業場通り線、東５丁目から６丁目に 43 

かけましての歩道の造成でございますが、24年度予算の東１線の中には含まれ 44 
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ておりません。そこの東第１授業場通り線の歩道造成につきましては、今現在 45 

の計画で、25年度着手ということで計画をしておりますので、ご理解をいただ 46 

きたいと思います。土木課といたしましては、ぜひやりたい工事でございます 47 

ので、木下委員初め、委員の皆様、議員の皆様のご協力をお願いして予算化に 48 

向けて頑張っていきたいと思いますので、ご理解をお願いしたいと思います。 49 

 以上です。 50 

委 員 長 答弁は端的に。 51 

千葉副主幹 土木課副主幹、千葉です。 52 

 先ほどの除排雪の委託料、16社で構成されて大体どれぐらいかということのご 53 

質問ですが、平均で大体1,850万円ぐらいということになっております。 54 

 以上です。 55 

三吉主査 建築住宅課主査、三吉です。 56 

 屋根雪の倒壊件数なのですけれども、建築住宅課で把握している件数は、今年 57 

度はゼロ件です。 58 

 また、毎年落雪パトロールということで１月末に４班体制で落雪パトロールを 59 

実施し、所有者に向けて指導をしております。ことしは特に雪が多かった年で 60 

すので、年１回のパトロールに加えて、２月末にも行っております。特に危険 61 

な建物につきましては、所有者に文書を送付するなりして雪どめ等の設置をお 62 

願いしております。 63 

 以上です。 64 

深瀬課長 土木課、深瀬です。 65 

 今シーズン、冬のシーズン、屋根雪が落ちて、歩道または車道に影響を与えた 66 

件数につきましては、３月の初めの暖気がございまして、全体で13件ほどござ 67 

いました。その中で、人身または車両等に被害を及ぼした件数はございません。 68 

 以上です。 69 

委 員 長 答弁終わりました。 70 

木  下 終わります。 71 

委 員 長 他に質疑ございますか。 72 

  堀   ３点ほど質問させていただきます。 73 

 １点目は、119ページですか、土地区画整理事業に関してですが、この泉町地区 74 

の区画整理事業のメリットをお示しください。 75 

 ２点目は、121ページの住宅施策推進に要する経費ですが、この住宅改修支援事 76 

業の内容と、これ去年もされていたと思いますけれども、去年の実績等もあれ 77 

ば伺いたいと思います。 78 

 もう一点は、除排雪のことになりますけれども、本当に大雪がまた来年以降あ 79 

る可能性があるわけですが、そのときの市の緊急対応みたいなことは考えられ 80 

ているのかを伺います。 81 

 この３点お願いいたします。 82 

伊藤主幹 建築住宅課の主幹、伊藤です。 83 

 まず、住宅施策の関係のご質問なのですけれども、22年度実績で、交付件数107 84 

件、補助金額にしまして2,982万9,000円で、23年度実績につきましては、交付 85 

77件、補助金交付額が2,630万1,000円ということになっております。内容につ 86 

きましては、住宅改修、市内で自己で所有して住む住宅に対する改修に対して 87 

補助をするという内容になってございます。 88 
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 以上です。 89 

深瀬課長 土木課、深瀬です。 90 

 大雪対応の件でございますけれども、議会でも答弁申し上げたとおり、ことし 91 

の雪、私どもも大変だったのですけれども、岩見沢市が特に影響があったとい 92 

うことで、雪解けて少し落ちつきましてから岩見沢の状況を調査いたしまして、 93 

次年度以降の滝川市の除雪に反映させていきたいというふうに考えてございま 94 

す。 95 

 以上です。 96 

高瀬室長 都市計画室長の高瀬でございます。 97 

 堀委員さんの１点目、区画整理事業のメリットという質問でございますが、ま 98 

ず都市交通マスタープラン、これを見直しするということにおきまして、基本 99 

的な、なぜしなければならないという部分があると思うのですけれども、その 100 

目標とすべき内容でございますが、これは、まずは道路の整備において交通の 101 

円滑化を図ると。それから、交差点等の安全確保、それから道路沿線または隣 102 

接地など区域全体の土地の有効利用が見込めるということもあります。それか 103 

ら、その区画整理の中におきましては、低未利用地の散在している部分、それ 104 

から不整形地等は換地におきまして敷地の集約化、整備等を行いまして、今後 105 

の事業展開といいますか、そういう部分が企業誘致も含めて図れるのではない 106 

かなというのが、今回の都市マスタープランと、それから都市交通マスタープ 107 

ランをあわせて見直ししてきましたところの目標ということで進めてきたとこ 108 

ろでございます。 109 

 以上です。 110 

委 員 長 答弁終わりました。 111 

  堀   いいです。 112 

委 員 長 いいですか。 113 

 他に質疑ございますか。 114 

清  水 通告にない部分ちょっとありますが、119ページ、都市計画、土地区画整理事業 115 

について、お伺いします。 116 

 まず、都市交通マスタープランで、Ⅳ、整備計画について、おおむね10年以内 117 

に整備着手予定の都市計画道路が６路線挙げられている中でのこの着手という 118 

ことで、新年度は、他の５路線についてもどのような進め方をするのかという 119 

ことをまずお聞きします。 120 

 また、資料請求しておりました社会資本整備交付金の整備計画には、この場所、 121 

路線の調査が載っているわけですが、他の５路線については、計画にはのって 122 

いないと。申請はしているが計画にのっていないのか、申請そのものをしてい 123 

ないのかを伺います。 124 

 大きな２点目は、都市交通マスタープラン、29、30ページで、現況交通量流帯 125 

図がございます。整備済みの西２号、国道451号線と西１丁目通り間の交通量が 126 

１時間当たり900台ということで、他の路線から見ると、少なくてもその図の中 127 

では最も少ない部類に入るのですが、環状線の扱いですから、ここを斜めに泉 128 

町、幸町３を整備しても、結局この451と西１丁目通り間の交通量がふえて、初 129 

めて環状線としての機能だと思うのです。だけれども、451側から行けば、信号 130 

のある交差点を右折して、そして左折ですから特段問題はないわけですよ。逆 131 

に、自衛隊側から西１丁目通り、あそこに来た人たちは、今でも別に西１丁目 132 
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通りを真っすぐ泉町方向に、扇町方向に行ったとしても、451に行きたい人は今 133 

でも通っているわけですよ。だから、その斜め道路ができたからといって、こ 134 

の区間の交通量が、やはり環状線ということになれば、時間2,000台から3,000 135 

台は通らないと、環状線の役割を果たさないと思うのです。そういう点で、私 136 

は交通量がふえないというふうに想定するのですけれども、本当にふえるので 137 

しょうか。 138 

 ３点目としては、計画では西３丁目通りから平成橋の間を道道に昇格させ、Ｊ 139 

Ｒと立体交差させると。そうすれば、よりその環状線の利用度が高まるという 140 

ことを説明されているというふうにお聞きをしています。しかし、今この区間 141 

を道道に昇格する。ましてや100億円単位のお金をかけて立体交差というのを先 142 

の見通しに持っているというのは、100年後、200年後というのなら話もわから 143 

ないわけではないのですけれども、非常に見通しが甘いのではないかというふ 144 

うに思いますが、お伺いいたしたいと思います。 145 

 ４点目は、そもそも新年度の都市計画の行政において、12号線と12号バイパス、 146 

451号と451バイパス、このいわゆるダブル国道問題というのは避けて通れない、 147 

どうするのかと。かなりのいろんな検討や考証や陳情をされていくというふう 148 

に思うのですよ。ところが、対する国は、市道にしようと。道も一緒になって 149 

市道にしようと。せいぜいその妥協点は道道にしようということで、国と市が 150 

押し込むと、これ私たちの希望でもありますけれども、そういったような行政 151 

が24年度されるというふうに思うのですが、このダブル国道対策についてお伺 152 

いします。 153 

 ５点目は、同じく資料で詳細な図面をいただきました。自衛隊の正門前南から 154 

南に約300メーターのところからＹ字に西側に入る道路をつくろうとしているわ 155 

けですが、ここＹ字道路というのは、非常に危険だということを私今回あの近 156 

辺の方々に聞く中で、そういうことを言われる方がいました。確かにそうなの 157 

ですよ。ここのＹ字道路ができたとしても、ここに信号ができるわけではない 158 

のですよ。よくあることなのですけれども、その真っすぐのところに、何でこ 159 

んなところでとまっているのだと、Ｙ字というのは見えませんから、交差点の 160 

ように見えて見えない。もう特に冬なんかそうですよ。だから、自衛隊方面か 161 

ら右折しようとして待っていると。それに対して直進道路、ここの関係とかか 162 

なり危ないし、そのＹ字道路から西２号に、この自衛隊方向に抜けるというと 163 

きも、Ｙ字って、恐らく相当先に出ていかないと交差点が見えないと思うので 164 

す。そういう点で、信号ができるのならまだともかく、恐らく信号はもう絶対 165 

無理だと思いますから、そういうことで、新たな交通危険箇所にもなるのでは 166 

ないかということもお伺いしたいと思います。 167 

 そして、そもそも交通マスタープランには、確かに整備計画ということで、今 168 

後10年に整備をしようとしているところということで６路線書かれていますよ。 169 

しかし、この６路線がどう予算化されていくかというのは、また別問題なので 170 

すよね。私、今回、都市交通マスタープランを吟味して読みました。しかし、 171 

非常にわかりづらいです。市民の方の中で知っている方は、もうほとんどいら 172 

っしゃらない。知っている方と言えば、恐らく50年前の計画を覚えている方だ 173 

けです。都市計画の制度そのものが、もうとにかく形式的だと言われているも 174 

のですから、縦覧をしたという方々も、建設業者はするけれども、もう一般市 175 

民はほとんどしないだろうと私は思いますけれども、今回の予算化に当たって、 176 
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２月の末に急にこう議会に説明すると。こういう進め方自体が、都市計画と予 177 

算化ということで言えば、まずいのではないかというふうに思いますが、お考 178 

えを伺いたいと思います。 179 

 最後に、雪捨て場の関係なのですけれども、東町雪捨て場がソフトボール場２ 180 

面を雪捨て場にするという計画を記していますが、予算として、どれぐらいそ 181 

れによってふえるのか、どんな内容なのか伺います。 182 

 以上です。 183 

委 員 長 ちょっと待ってくださいね。４点目の12号等のバイパス、451等のバイパス云々 184 

というのは、一般質問でやる事項だと思うのですけれども、今回どこの関連で 185 

言っているの。 186 

清  水 都市計画ですよ。451とかというのは、完全な幹線なのです。都市計画上の幹線 187 

ですから。それで幹線が国道のままか、格下げされるのかという大きい話です。 188 

委 員 長 いやいや、だから大きい話だから本会議かなと思ったのですけれども、今回予 189 

算のどこに書いてあるのかなと思ったのです。 190 

清  水 119ページでございます。 191 

委 員 長 そうですか。それでは、答弁。 192 

深瀬課長 土木課、深瀬です。 193 

 最後のご質問でございますけれども、現在の空知川河川敷のソフトボール場を 194 

雪捨て場にすることによってふえる予算は、土木費の中では見込んでおりませ 195 

ん。新たにソフトボール場の造成の実施設計費を教育費の中で盛り込んでおり 196 

まして、それに基づきまして工事請負費を補正したいというふうに考えておる 197 

ところでございますので、土木費の中での予算計上はございません。 198 

 以上です。 199 

湯浅副主幹 都市計画室の副主幹の湯浅でございます。私のほうから４点ほどご回答させて 200 

いただきたいと思います。 201 

 まず１番目、都市交通マスタープランの中で整備計画が示されております。そ 202 

の中で10年以内に着手する予定の路線、６路線についての24年度の進め方とい 203 

う内容でございますが、具体的に申し上げますと６路線につきましては、大通 204 

り、12丁目通り、２丁目通り、西２号通り、西泉通り、３丁目通りとございま 205 

す。 206 

 大通りにつきましては、国道12号線でございまして、北滝の川から江部乙に至 207 

る区間につきまして、現在２車線道路でございますが、国道の現在の都市計画 208 

決定が４車線で決定されてございます。こちらについても、今後の整備等を進 209 

めるために同じ４車線のまま33から約27メートル程度に変更することによりま 210 

して整備を進めるということで、24年度都市計画変更を考えております。 211 

 12丁目通り、こちらにつきましては、江部乙がございます国道から東側の部分 212 

でございまして、現在、道道の区間でございます。こちらについても完全な拡 213 

幅の完成断面でございませんので、こちらについても完成断面に向けて、10年 214 

以内に着手するということで北海道と協議をしているところでございますが、 215 

来年度は都決変更等ございませんし、事業については、現在のところ着手する 216 

ということはお聞きしておりません。ただ、10年以内に着手するということで、 217 

協議を進めているところでございます。 218 

 残り４路線が市道になりますけれども、具体的に言いますと２丁目通り、こち 219 

らも国道12号線から東側になります。こちらについては、拡幅がございまして、 220 
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こちらについては、それらの拡幅するところの調査をさらに直営でできる部分、 221 

どういったものがあるのかというところは、調査していきたいというふうに考 222 

えてございます。 223 

 西２号通り、これが今ご指摘の西２号通りですけれども、こちらについては、 224 

来年度、土地区画整理の調査を入れて、その調査に基づいて事業を進めていく 225 

ということを検討していきたいということでございます。 226 

 西泉通り、こちらについても都市計画の幅員が、現在の幅員から現道の用地内 227 

を基本として計画変更、一部用地買収しなければいけないところがございます 228 

けれども、そういうふうな都決変更を24年に考えてございます。 229 

 ３丁目通りにつきましては、こちら立体交差がございますので、そちらについ 230 

て、北海道のほうに道道昇格として要望しているところでございます。そうい 231 

ったところを24年度も引き続きやっていきたいということでございます。 232 

 続きまして、２つ目の問いでございまして、現在の交通量と将来の交通量がふ 233 

えないのではないかというご質問についてでございますけれども、それにつき 234 

ましては、都市交通マスタープランに記載がございますのは、平成20年に北海 235 

道で交通量調査、これは全国一律の交通量調査のルールに基づいて算出してご 236 

ざいます。17年の交通量時点では、１日交通量24時間5,100台、それと将来の交 237 

通量は、平成42年で3,800台。ただし、全市的に見て人口が大幅に減少すると。 238 

計画時点から比べると前回の計画が将来人口８万人で計算してございまして、 239 

それから比べますと大幅に減少する中で、この路線については、非常にその3,800 240 

台とはいえ、幹線に匹敵する交通量を有しているということは、都市交通マス 241 

タープランの交通量を見ていただければわかるということでございます。ただ 242 

し、今回は、そのコンパクトな都市づくり、また環状線というような位置づけ 243 

をしてございまして、具体的にそれらを推計する、今、方法はございません。 244 

具体的に、その環状線が完成したり、またその集約がされ土地利用ができれば、 245 

それによる交通の発生量が多くなると考えてございますので、今の推計の5,100 246 

台が3,800台になるという単純なものではないと、逆に言うとふえるのではない 247 

かなというような想定はしているところでございます。 248 

 続きまして３番で、３丁目の道道昇格に対して見通しが甘いのではないかとい 249 

うお話でございますけれども、これにつきましては、過去からも３丁目通りの 250 

道道昇格については、北海道と協議を進め、また要望してきているところでご 251 

ざいます。その中では、広域的な路線としての位置づけ、また環状線としての 252 

位置づけ、そういったところを着々と進めていくというようなことで北海道と 253 

協議を進めてきております。そういったところを条件を整えながら、一刻も早 254 

く道道昇格を進めていけるよう引き続き要望していきたいというふうに考えて 255 

ございます。 256 

 ちょっと飛びますけれども、５点目でお話がございましたＹ字道路の関係でご 257 

ざいますが、こちらにつきましては、基本的に新設の道路につきまして、Ｓ字 258 

の道路で交通が円滑化に進められて、既存の道路が西２号にぶつかるときにＹ 259 

字になるのではないかというご質問かと思いますが、それにつきましては、交 260 

差点の処理の関係につきましては、直角にするというのが基本でございますの 261 

で、Ｙ字に真っすぐぶつかるということではなくて、直角方向に西２号にくっ 262 

と曲がるような交差点処理で設計上、視距離だとか、ちょっと専門的になりま 263 

すけれども、そういったところを十分公安委員会と協議しながら交差点の安全 264 
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は確保していきたいというふうに考えております。 265 

 以上です。 266 

高瀬室長 社会資本交付金の関係でご質問があったと思いますけれども、他の５路線につ 267 

いて申請はないのかという話だったのですが、今回24年度においては、この西 268 

２号１件のみでございます。 269 

 それから、ちょっと先ほど立体交差の関係で100億円かかるということを言われ 270 

ましたけれども、私たちは30億円ということでもくろんでいるところでござい 271 

ます。 272 

 以上です。 273 

大平部長 私からバイパスのダブル認定といったことでございますけれども、いわゆる市 274 

道に落ちるという話ではございません。かつて地方分権推進委員会で出された 275 

話から、今まさにまたそういった話がまだ論議がされておりますけれども、今 276 

の位置づけとしては、一般国道のまま位置づけを、財源を確保しながら北海道 277 

が受け持つかどうかということで協議がなされております。これは省庁の出先 278 

の再編も含めまして、さまざまその論議がまだ始まっているところなのですが、 279 

なかなか結論が出るような状況にはないのではないかというふうに思っており 280 

ます。相当長い時間を要するのではないかというふうにも思っているところで 281 

ございます。 282 

 あと、交通マスタープランが、非常に市民にとってもわかりづらいといったこ 283 

とのご質問がございました。この都市計画街路の見直しにつきましても、また 284 

は都市計画マスタープランにつきましても、長年、長い時間をかけまして協議 285 

会なり市民会議なりを開きながら市民説明会も頻繁に行いました。説明進むご 286 

とには、委員会のほうにもご説明申し上げて、時間をかけてやってきたつもり 287 

でございます。しかし、確かに市民にとっては、これはホームページとか広報 288 

にも載せましたけれども、非常に難しいということもあって、あえてＡ３判で 289 

のチラシを全戸配布させていただきながら進めてきたつもりでございます。確 290 

かにわかりづらいといったご指摘もございますが、まずは滝川市の都市計画、 291 

10年、20年あるいは30年後を考えた都市計画を考える上では、やはりこの都市 292 

計画街路というのが一番軸となるところでございます。その中でも、この環状 293 

線については土地利用を考える上でも軸となるといったことから、慎重な論議 294 

の中で進めてまいってきたといったことでご理解をいただきたいと思います。 295 

 以上です。 296 

委 員 長 答弁終わりましたが。 297 

清  水  ２点目の交通量なのですけれども、今のご答弁では、5,100台から3,800台に減 298 

ると。しかし、減るけれども、コンパクトシティとしては、環状線機能が強化 299 

されることが必要だということと、もう一つは、その減る数字は、そう単純で 300 

はないと、逆にふえると想定していますという答弁をされたのですが、これ一 301 

体、では5,100台から3,800台に減るという計画は、根拠のない計画だというふ 302 

うに考えてそういう答弁をしたのか。もう一つは、では5,100台からふえるとい 303 

うことは、何台ぐらいまでふえると想定しているのかについてお伺いします。 304 

 それと、その交通量調査について言うと、今まさにその道路をつくろうとして 305 

いる西１丁目通りから西２丁目通りの間、このクランクのところ、交通量調査 306 

の流帯図に載っていないのですよ、確認をしてほしいのですが。載っていない 307 

ということ自体、きちんと科学的に数字を出しているのかなという不信感です 308 
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ね。将来交通については、載っていますよ。しかし現況は載っていないのだよ。 309 

なぜそういうものなのかということも、これはお国の行政指針に基づいてつく 310 

られていると思うので、滝川市の管轄ではございませんという答弁がされるの 311 

かもしれませんが、お伺いをしたいと思います。 312 

 それと、Ｙの字のことについて聞きますが、資料、非常に詳しいのをいただい 313 

たのですよ。これ直角につけようとしたら西側にどんどんこうなって、こうい 314 

うものをこうしなければならないね。すると、こうしようとすると、あそこ元 315 

のほくさん、今のガス会社ありますよね、あそこのタンクが結構邪魔になるか 316 

ら、そうきちっとした直角には持っていけないと思うのだよ。例えば、Ｙ字に 317 

なる自衛隊前通りに行く直前で、ぶんとこう曲げるようなことをしたら危ない 318 

ですよ、クランクですからね。できるだけこうＲにしようとしたって、そのタ 319 

ンクのほうに寄ってくると思うのだけれども、そのあたりのことは考えて答弁 320 

をされたのか、お伺いをしたいと思います。 321 

 それと、結局この区画整理の先には、西３丁目通りの立体交差がされて初めて 322 

この環状線としての完成を見るわけですよ。ところが、一方で２カ所の国道を 323 

道道にする方向で進めているという部長の答弁とあわせると、これ西３丁目通 324 

りが道道になるというのは、恐らくその先でしょう。市が、まず道に求めるこ 325 

とは、とにかくダブル国道を道道にしてくれと。国道のままがいいのだけれど 326 

も、国が道道にしようとしているのだったら、そうなると道に対する要望で言 327 

えば、テンションは西３丁目通り道道昇格というのが先の話になると思うので 328 

すけれども、そういう点からいっても、この環状線計画というのは非常に難し 329 

いというふうにも思いますが、道に対するその働きかけの関係でもう一度伺い 330 

たいと思います。 331 

湯浅副主幹 まず、１点目にご質問の交通量の関係でございますけれども、ちょっと私の説 332 

明が至らなかったかもしれませんが、平成17年時点で5,200台、１日ございまし 333 

て、将来平成42年で3,800台ということでございます。3,800台が最低の交通量 334 

というふうに見込んでございまして、そのほかに先ほど申し上げたその環状線 335 

だとか、土地利用が促進されることによりまして、発生交通量が出てきます。 336 

それによって一体どれぐらいの数量になるのかというのは、その推定方法が今 337 

現在確立されてございませんので、そちらについて一体何台ぐらいになるのか 338 

ということは、なかなか数字を申し上げることは現時点ではできません。ただ、 339 

5,000から3,800、その間ではないかというふうに考えてございます。 340 

大平部長 ダブル認定ということで、そっちが先で、その西３丁目の道道昇格は後になる 341 

のではないかといったようなご質問でございました。まず、ダブル国道、バイ 342 

パスにつきましては、基本的には国道のままで、そして道が管理をするかどう 343 

かということを今、協議の最中だということで、なかなかそこは非常に省庁の、 344 

簡単に具体的に言いますと開発局の存続問題も含めて大きな問題ですので、時 345 

間を要しているのかなというふうに思っております。 346 

 ３丁目の道道昇格につきましては、新十津川さん、それと赤平さんと２市１町 347 

で、これは要望してまいっております。275号線からずっとわたりまして赤平の 348 

幌岡、38号線に抜ける路線ということで、道道の昇格を要望しているところで 349 

ございます。その中には、いろいろ平成橋もあり、赤平側に行きますとかなり 350 

のアップダウンの路線もあって、道路の改良も含めた中で、何とかその途中に 351 

は畜産試験場もあり、今利用計画が大きく動き出しておりますけれども、そう 352 
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いった道の関連の施設もあることから道道昇格についてはぜひ重要だというこ 353 

とで、要望をしてまいっております。具体的には、一昨年から首長さんも含め 354 

て直接行動といったことで進めてまいっておりまして、我々希望なくして要望 355 

しておりません。必ずや、時間は、来年すぐなるかと言われるとそうではない 356 

とは思いますが、絶対希望をなくしてやっているわけでもございませんので、 357 

少し時間は要すると思いますけれども、何とかこの要望については、成就して 358 

いきたいというふうに考えているところでございます。 359 

 以上です。 360 

湯浅副主幹 先ほどご質問した２点ほどございまして、１点目がクランクのところが交通流 361 

帯図から抜けているのではないかというご質問ですけれども、基本的にその今 362 

回のその交通量調査についてはＯＤ調査をしてございます。出発点と目標地点 363 

を決めまして、それに向かう通過交通を整理しております。簡潔に申し上げま 364 

すと、都市内につきましては都市計画道路について流帯図をかくということで 365 

ございますので、ご指摘の場所については都市計画道路ではなく、将来的には 366 

通過交通を通す道路でなくなるということから、そこの部分については交通量 367 

としてカウントしていないということでございます。 368 

 もう一つございましたＹ字の関係でございますが、なかなか説明が難しいので 369 

すけれども、図面でよろしいですかね。こちらからこう新しくＳ字の設計速度 370 

を守る道路をつくる場合に、こちらのところがＹ字になるというお話ですけれ 371 

ども、ここのＹ字のところを直角方向にくっと曲げて交差点処理をするという 372 

形になるということで考えてございますので。 373 

（何事か言う声あり） 374 

湯浅副主幹 こう来て、こうくっと。 375 

（何事か言う声あり） 376 

湯浅副主幹 これ自体は、済みません。大変申しわけないですけれども、まだここの交差点 377 

処理の計画を入れた図面ではないということをまず、大変申しわけないですけ 378 

れども。これは、あくまでこのエリアを示して、そこに西２号が入るという計 379 

画図だけ示しているものでございまして、こちらの今の現状の道路の交差点処 380 

理を示している図面ではないということを、ちょっと大変申しわけないですけ 381 

れども、ご理解いただいて、その上で、こちらの道路について直角方向に変わ 382 

る。それは今後設計とか調査する中で、どういう交差点処理をするかというの 383 

は、当然皆さんご指摘のとおり安全に交差点処理していきたいというふうに考 384 

えてございます。 385 

 以上でございます。 386 

委 員 長 答弁終わりましたが。 387 

清  水 質疑を今までしてきましたが、結局最後の答弁は、平成17年度の交通量調査5,100 388 

台からは減るということが答弁されたと。最後の答弁は、5,000台から3,800台 389 

の間になるということで、まず交通量が今後減るという予測をする中での新た 390 

な道路だと。そういうところに予算をかけるのがどうなのかということについ 391 

てお伺いをしたいと思います。 392 

 ２点目は、この都市計画は、ＪＲとの立体交差ができて完成ということなので 393 

すが、答弁では、新たな道道にしなければ、その立体交差は実現できないのだ 394 

と、市道のままではできないのだということと、38号線に275を結ぶキロ数にす 395 

ると恐らく５キロ以上ですよね。しかも、途中、高速道路の下で道道通りが交 396 
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差するみたいな、こういう要するに滝川と38号線ということで言えば、既に道 397 

道はあるわけですよ。それにもう１本道道をつくれという、そういう要望をし 398 

ていかなければならないという、いかに２市１町が要望したとしても、なかな 399 

かこれは道として、これからの時代どんどん人口が減っていくというところに 400 

つけるというのは、相当遠大な計画だし、無謀な計画ともとれるのです。そう 401 

いう要するに環状線になる可能性が非常に薄いところに一部のところを新設す 402 

るという、それは計画として持っているのはいいけれども、予算化するのは時 403 

期尚早ではないかと思いますけれども、お考えを伺います。 404 

 以上２点をお伺いいたします。 405 

委 員 長 後段は意見かい。 406 

清  水 いいえ。 407 

委 員 長 時期尚早だというのは。 408 

清  水 時期尚早ではないでしょうかというか。これは、もう副市長に聞かないと次に 409 

進めないですね。 410 

委 員 長 いや、それを決めるのは、こちらですから。 411 

清  水 はい。 412 

委 員 長 はい、答弁。 413 

湯浅副主幹 １点目の交通量の関係でございますが、まず大前提に滝川市は人口が減るとい 414 

うことで、減少。これは滝川市だけでなくて北海道もそうなのですが、全道的 415 

に見ても当然そのふえる路線は、場所によってはありますけれども、基本的に 416 

は全体の交通量が減るということでございます。北海道も減るし、滝川市も人 417 

口減少で減っていくと、場所によってはふえるところもあるかもしれませんが、 418 

基本的には、そういうような社会背景の中で、滝川市のその交通量を見たとき 419 

に、全体が減ってくるということでございます。その中でも、先ほど申し上げ 420 

たのと重複しますけれども、交通量が多い路線として、流帯の中でも交通量が 421 

多い路線として3,800台ということでございます。それと、今後コンパクトな都 422 

市づくりを進めるために、環状線と、その環状線に集約するべき土地利用の増 423 

進を図るために、円滑な交通を促すことによりまして、その土地利用、またコ 424 

ンパクト化を進めていくというような観点から考えますと、私もいいかげんな 425 

数字は申し上げられませんので、先ほど3,800から5,100の間というふうに申し 426 

上げましたけれども、その中でも3,800台でも多いと、その中でさらに多い路線 427 

であるということは変わりがないかなというふうに考えてございます。そうい 428 

った中で、この西２号の整備というのは、必要だというふうに考えております。 429 

大平部長 道道昇格につきましては、そう簡単ではない、私もそうは思っています。全体 430 

的には14キロほどの延長になろうかと思いますが、道道昇格の手法もいろいろ 431 

ありますので、全体が一遍になるかどうか、ある区間を区切ってなる可能性も 432 

ありますし、また今後その辺については、いろいろ技術的な部分も詰めながら 433 

要望についてはやっていきたいというふうに考えてございます。 434 

 都市計画街路については、非常に長い時間をかけて、将来に向けた道路という 435 

ことでございますので、事一遍にできるものではありません。ことしその第一 436 

歩として地域の中に入って、区画整理事業を第一歩としたいということで、長 437 

い時間をかけてやっていくということなものですから、その後なかなか立体交 438 

差、３丁目が市道のままでは、滝川市の財政規模では非常に苦しいということ 439 

でございます。何とか道のほうに昇格をしていただいて、その中でやっていた 440 
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だきたいという気持ちで、要望のほうについては努力してまいりたいというふ 441 

うに考えております。 442 

 以上です。 443 

委 員 長 答弁終わりました。清水委員。 444 

 何の質問を留保するの。 445 

清  水 これから言います。 446 

委 員 長 そうしたら、手挙げてから言って。 447 

清  水 手挙げたではないですか。それで、手挙げて清水って言ったから。 448 

委 員 長 言っていないって。はい、清水委員。 449 

清  水 質問を留保したいと思います。２点を留保したいと思います。 450 

 まず１点目は、交通量が現状より減る見込みが答弁される中で、この計画を、 451 

この予算を執行するということについては、財源の約５割ですよね、一部６割、 452 

トータルで５割ぐらいだと思うのですが、交付金で措置されるとしても、今の 453 

国、地方の合わせて借金が1,000兆円以上という財政状況を考えれば、やはり一 454 

つ一つ実行時にはきちんと分析、メスを入れるということが必要だというふう 455 

に思うのですが、そういう点で問題があるのではないかと思いますが、市長の 456 

お考えを伺いたい。 457 

 ２点目は、この西２号通りは環状線として整備をしていくというものですが、 458 

それを実現するためには、14キロメートルを道道昇格しなければ実現しないの 459 

だということが質疑でわかりました。これについても、少なくともこの10年、 460 

20年の中では、とても実現できるというふうには私は考えられないのですけれ 461 

ども、そういう環状線の一部として整備をするということについては時期尚早 462 

のように思えるのですが、お考えを伺いたいと思います。 463 

 以上です。 464 

委 員 長 一時休憩します。 465 

休  憩 １０：５９ 466 

再  開 １１：０１ 467 

委 員 長 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。 468 

 他に質疑ございますか。 469 

山  口 それでは、まず115ページ、流雪溝の維持管理に要する経費なのですけれども流 470 

雪溝の使用率が年々悪くなってきているのですけれども、監督をしているのは 471 

滝川道路事務所だと思うのですけれども、そちらとの連携はどういうふうにと 472 

っていて、その使用率で廃止を検討されるというようなことはあるのかどうな 473 

のかということ。 474 

 それから次、121ページなのですけれども、都市公園の安全・安心対策の遊具の 475 

改築のほうなのですけれども、この遊具の改築の対象となっているものは、全 476 

都市公園なのか、それとも一部なのか。一部であればどこなのか。それから、 477 

その遊具の平時の点検とかという状況をお願いします。 478 

 それと、次113ページ、道路・橋りょうの維持に要する経費の中で、ラウネ橋な 479 

のですけれども、ここの耐用年数と、それから維持費、修繕費等が予算に入っ 480 

ているのであればお知らせください。 481 

 それと、119ページ、土地区画整理事業ですけれども、何人か話をしていますけ 482 

れども、これ道道に昇格をという話がたくさん出ているのですけれども、道に 483 

陳情しているということなのですけれども、それは恐らくその陳情というのを 484 
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毎年していると思うのですけれども、この道道の昇格の陳情というのは、何年 485 

も前からしているのかどうか。それから今回の陳情で、その道道昇格のほかに、 486 

主な陳情内容がどのようなものだったのしょうか。 487 

 それと、委員会のほうで現況の地権者数17ということで説明を受けたのですけ 488 

れども、換地で土地の整理をするということで言っていたのですけれども、換 489 

地では嫌だという土地の所有者が出た場合、土地の買収とかという可能性に進 490 

むことはあるのかどうなのか。 491 

 それから、先ほど説明の中で、あの辺の交通安全ということを言っていました 492 

が、今まで自衛隊の前を通って、Ｔ字路にぶつかるところに対するその信号等 493 

の陳情とかが実際に過去あったのかどうなのか。 494 

 それと、社会資本整備事業の交付金の認定ですけれども、一応今回は、設計費 495 

であくまでも委員会では見込みというふうに表現していましたけれども、平成 496 

28年度までで総事業費３億1,000万円のうちの補助額が１億5,500万円というふ 497 

うな説明でしたけれども、これは設計費から始まって、28年度終了までの一括 498 

の認可といいますか、決定ということで理解をしていいのかどうか。それから、 499 

交通の円滑化という説明もありましたけれども、道道昇格して、交通マスター 500 

プランの図を見ていくと、新しくその広域消防の庁舎をもしその技専の跡に移 501 

した場合の新十津川、雨竜、赤平、芦別との連携が、多分消防車ではすごく必 502 

要になると思うのですけれども、そういうものも見込んだ計画なのかどうか。 503 

 以上です。 504 

委 員 長 ８点にわたる質問です。 505 

千葉副主幹 まず、１点目の流雪溝の使用率、滝川道路事務所との連携ということで、その 506 

ことに対して答弁したいと思います。 507 

 まず、滝川道路事務所と昨年、一昨年ぐらいから打ち合わせを綿密にさせてい 508 

ただきまして、どういうふうにしたら使用率が上がるかということで、随時打 509 

ち合わせをしてきました。その中で、滝川流雪溝管理運営協議会というものが 510 

ありますので、そこで動いてもらって、今年度も12月に役員、会長、副会長と、 511 

あと道路事務所の所長、滝川市役所の建設部長と３社ほど回りまして、流雪溝 512 

の投雪依頼を実施しております。毎年、何らかの形で、どれがいいのかという 513 

ことを道路事務所等のほうとお話をさせてもらいながら、使用率を上げるため 514 

に何らかの形を毎年やっていこうとは思っております。今の現段階で廃止とい 515 

う言葉は、道路事務所のほうとも話はしておりません。 516 

 以上です。 517 

尾崎副主幹 土木課、尾崎でございます。 518 

 ２番目のご質問でございますが、都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業の 519 

関係の遊具の改修でございますけれども、すべての遊具が対象というご質問で 520 

ございましたけれども、昨年度調査をしておりまして、それぞれの遊具につき 521 

まして老朽度がございますので、すべて改築の対象ではございません。健全な 522 

遊具は、手をかけなくても大丈夫だということでございますが、すべてではご 523 

ざいません。24年度につきましては、しらかば公園、かえで公園、もみじ公園、 524 

どんぐり公園、らいらっく公園、啓南公園の６カ所を予定しております。 525 

 それから、点検でございますけれども、遊具の点検、平時につきましては、春 526 

の公園が開設される時期、それから夏休みに入る前、大きく２回点検をしてお 527 

ります。それ以外にボランティアによりまして、各法人の方もあわせてやって 528 



１３ 

 

おります。それ以外にも、公園の作業員さんが常時点検をしているということ 529 

でございます。 530 

 ３番目のご質問でございますが、道路・橋りょうの維持に要する経費の中で、 531 

ラウネ橋ということでございますけれども、橋につきましては、耐用年数、基 532 

本的に50年というふうになっております。ただ、50年という数字がございます 533 

けれども、その橋の状況によりまして、老朽度というのがございますので、一 534 

概には、その年数は言えません。50年より長くもつ橋もございます。調査につ 535 

きましては、既に終了しておりまして、今のところ大きな補修をするという必 536 

要はないというふうに聞いております。 537 

 それから、予算でございますけれども、道路・橋りょうの維持に要する経費の 538 

中で、この橋、ラウネ橋ということに特定をする予算はございません。総体の 539 

経費の中で、万が一そのような補修する必要になった場合には、この予算の中 540 

で対応するということでございます。 541 

 以上です。 542 

湯浅副主幹 都市計画室の湯浅です。 543 

 ４点ほどございまして、１つ目が換地ができない場合については用地買収も考 544 

えておりますかというご質問ですけれども、現段階では、24年度に土地区画整 545 

理の調査ということでございますので、地権者に対して換地によって道路用地 546 

を、言い方としてはちょっと適切ではないので、減歩をいただくような形で進 547 

めたいというふうに考えておりますので、用地買収は現時点では考えてござい 548 

ません。 549 

 ２つ目でございますけれども、社会資本整備総合交付金に関して、24年度の調 550 

査費を計上しているところでございますが、そちらについて、28年度まで一括 551 

認可かというご質問かと思いますけれども、それについては、あくまでも今回 552 

については調査でございますので、単年度、24年度の交付金採択ということで 553 

ございます。その後は、調査の結果に基づいて住民合意形成が得られれば、引 554 

き続きその予算を要望していきたいということになろうかというふうに考えて 555 

おります。 556 

 ３つ目は、交差点の関係でございまして、地域から交差点処理の関係について 557 

要望等ありますかというお話だったかと思いますけれども、そちらにつきまし 558 

ては、現時点では具体的なその要望等はございませんけれども、もともと信号 559 

制御をするためには、１丁目通り側に勾配がございまして、とめるためにロー 560 

ドヒーティングがなければ信号機は設置できないという技術的な問題がござい 561 

まして、そういったこともあって、要望をするにもロードヒーティングが条件 562 

となれば、なかなかその維持管理費を含めて難しいということもありまして、 563 

現状では、その交差点については、公安委員会等についても要望してきていな 564 

いという状況でございます。 565 

 それと、都市交通マスタープランの中に広域消防の交通量についてカウントさ 566 

れているのかというご質問があったかと思いますけれども、そちらについては、 567 

広域消防のその設置箇所等がその交通マスタープランの、現時点もわかりませ 568 

んけれども、交通マスタープランの策定時点では、そういう具体的な箇所とい 569 

うのはないので、交通量としては見込まれておりません。 570 

 以上です。 571 

大平部長 私のほうから今のちょっと補足も含めてご答弁申し上げたいと思いますが、今 572 
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の交通制御、信号のお話でございますが、ここかつてＴの字のところに信号機 573 

の要望、地域からもかなり上がってまいっておりました。それで、私もその当 574 

時それを直接受けて、警察とも公安委員会とも協議をした経緯があります。こ 575 

こは先ほど言ったとおり６％近い勾配がありまして、信号機をつけるとロード 576 

ヒーティングとセットといったことがありました。いろいろと検討を重ねたの 577 

ですが、要するにそこをロードヒーティングにしなくても緩くできないかとか、 578 

いろいろ検討しましたが、現状無理ということで、信号機については日の目を 579 

見なかったということでございます。 580 

 あと、道道の昇格の要望につきましては、かなり以前からペーパー的には出し 581 

てございました。しかし、具体的要望、３首長がそろって行った要望について 582 

は、一昨年から議長さんにも一緒に行っていただきましたけれども、道議会議 583 

員さんを含めて要望して、具体的な要望については、一昨年ぐらいからしてい 584 

るところでございます。 585 

 それと、消防の話がございました。消防議会のほうで技専跡地を第１候補地と 586 

したとする口頭報告がなされたというふうに聞きました。私どもとしては、雨 587 

竜、新十津川、加えて今、赤平、芦別といったことでの広域消防、ここが決ま 588 

りますと３丁目、これ雨竜に抜ける、また赤平に行くにも38号線の代替地とい 589 

うことも考えられますので非常に有効であると、道道昇格の中に我々としては 590 

弾みがつくというふうに思っているところでございます。 591 

 道道以外の道の要望ということでございますけれども、たくさんやっています。 592 

空知期成会のほうにも同じような要望を全部のせてございますが、直接道には、 593 

都合、私どもとしては９本のせて要望をいろいろとしております。ちょっと御 594 

紹介いたしますと、具体的な部分ではＪＲ駅前広場の再整備化、今は市でござ 595 

いますが、ここを道にして再整備をお願いしたいといったことでの要望をして 596 

おりました。これについては、かなり具体的なところまで動いてきているとこ 597 

ろです。まだまだちょっともう少し時間を要しますけれども、こういったとこ 598 

ろでは成果があらわれてきている部分もございます。 599 

 以上です。 600 

委 員 長 答弁終わりました。 601 

山  口 この道路を新設することで、道道昇格をねらうということなのですけれども、 602 

実際に道道に昇格したその例というのは、道のほうで、ここ近年あるのかどう 603 

なのか、滝川で今まであったのかどうなのか。 604 

 それと、道道に昇格することで、どんなメリットがありますか。 605 

大平部長 どちらかというと、この要望については、ちょっと遅かったかなという思いは 606 

私はしていまして、もっともっともうちょっと早くから具体的行動も起こして 607 

おけばよかったなと今さらながらちょっと思うところでございます。全道的に 608 

は、道道昇格といったことで、かなりの部分、今、具体的にあそこが去年あっ 609 

たとかという話はちょっとできませんが、各所でそういった道道昇格について 610 

は行われております。ただ、近年やはり道財政も非常に厳しいということもご 611 

ざいますので、その部分については、なかなか新規路線要望となると難しいと 612 

ころがございますが、先ほど言ったとおり粘り強くやっていきたいというふう 613 

に思っています。 614 

 メリットということになりますと、やはり先ほど言った立体交差の完成という 615 

か、街路事業の着手ということもございますし、私ども大きいのは、新十津川 616 
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と滝川市で持っております石狩川にかかる平成橋、680メーターほど、多分その 617 

ぐらいだと思いますが、700メーター近い長大橋でございます。これについては、 618 

やっぱり１自治体で持つというような巨大な橋でございますので、今後例えば 619 

ペンキ塗りだとか、これからのメンテナンスがかかってまいります。そういっ 620 

た部分についても、やっぱり我々ではちょっと荷が重いということもあって、 621 

それらも含めて道にお願いをしていきたいということでの要望活動を続けてい 622 

るところでございます。 623 

 以上です。 624 

委 員 長 答弁終わりました。いいですか。 625 

 他に質疑ございますか。 626 

井  上 済みません。新政会も２つ、第１、第２に分かれているものですから、委託さ 627 

れた質問があるので、ちょっとさせていただきます。 628 

 まず、119ページのこの都市計画道路変更云 6々43万円とありますね。それで、 629 

この関係については、今、論議されている都市交通マスタープランとどのよう 630 

な関連があるのか。 631 

 それと、121ページ、まずはここの公園緑地造成事業、この中で改築工事、121 632 

ページの公園緑地造成事業費の中に、ずっと下から２行目で改築工事とあるね、 633 

3,000万円。 634 

（何事か言う声あり） 635 

井  上 それでは、そこの中に、これは先ほどの説明があったのだけれども、去年の関 636 

係では、ツツジコースの補償費1,100万円というのがあったのだけれども、もう 637 

少しこれ具体的に、ことしがそれが載っていないのだけれども、その中身につ 638 

いて。 639 

 （「最初の説明で、ツツジコースがなくなったからと」の声あり） 640 

井  上 ああ、パスだ。全部パスだ。 641 

 それでは、まず先ほどの件、お願いします。 642 

高瀬室長 都市計画室の高瀬でございます。 643 

 まず、１点目の委託料の関係の643万円という内訳でございますけれども、まさ 644 

にこの件につきましては、この都市計画道路のマスタープランを進めてきて、 645 

それを法的な処置をするという前提のもとの、それらについての関係資料を作 646 

成していく内容になります。このことによって、例えば街路事業で強制収用と 647 

か、そういう部分も法的な根拠のもとに決定できていっている、そういう内容 648 

になります。このような内容につきまして、資料収集と、それから手続等を含 649 

めましたそれらの総合的な委託関係を今回のこの643万円の中で発注をしていき 650 

たいという考えをしているところでございます。 651 

 以上です。 652 

委 員 長 答弁終わりました。 653 

井  上 わかりました。それで、そういうことであれば、ちょっと質問があるのだけれ 654 

ども、まずこの市民に配った都市交通マスタープラン、これはそんなにわかり 655 

づらくはないと思うので、これ、なかなかよくできていると思うよ。それで、 656 

この中で、12号線バイパスから乗って、この東滝川のほうに走る道道北滝の川 657 

東滝川停車場通り線、いわゆる776号、この通りが道道なのだけれども、停車場 658 

通り線という名前なのだ。停車場通り線ということは、どういうことかと言う 659 

と、いわゆる昔の停車場通りというか、駅までしか行かないのですよ。38号線 660 
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につながっていないのですよ。こういう大きな交通体系をつくるときに、あそ 661 

こで事故で死んだ人もいる。そこまで何で38号線につながないのか、これこそ 662 

大きなマスタープランである。そういうことができないというのは、どこに原 663 

因があるのか、まずそこのところ。 664 

委 員 長 土地計画審議会の…… 665 

井  上 だから、ここで言っているのでしょう。そんなことも質問できないのかい、委 666 

員長。 667 

委 員 長 いや、予算の関連ではないから。 668 

井  上 いいから答弁させれというの、ここにあるでしょう、ここに。 669 

委 員 長 いやいや、それは委員が持ち込んだ資料でしょう。それは委員が持ち込んだ資 670 

料だからね。 671 

井  上 違うって。ここにある。その関連資料を私が持ってきたのだ。 672 

委 員 長 その作成業務委託料の関連での質問ということですか、答えられる範囲で。 673 

井  上 きちっと答えなさいよ。 674 

湯浅副主幹 都市計画室の湯浅です。 675 

 今のご質問あった件でございますけれども、道道東滝川停車場線かと思います 676 

が、東滝川駅から現状の国道12号バイパスの５丁目にぶつかっている路線かと 677 

思います。そちらにつきましては、現在、道道でございまして、そちらを駅か 678 

ら今度38号線にタッチするというふうに変更することはできないのかというご 679 

質問でよろしいでしょうか。 680 

（「そう」の声あり） 681 

湯浅副主幹 そちらについては、やはり今現在道道でありますので、道路管理者である北海 682 

道に対してそういう市としての考えを持って、どう検討していくべきか、具体 683 

的に言いますと、その維持管理の問題だとか、そういった市道に降格する部分 684 

だとか、昇格する部分両方ございますので、そういったところを総合的に考え 685 

ながら北海道と協議を進めて今後検討してまいりたいというふうに考えており 686 

ます。 687 

委 員 長 いいですか。 688 

井  上 そうしたら、今までよりちょっと進んだ答弁だと思うので、要望、協議をして 689 

やるということで認識していいのですね。 690 

委 員 長 どうなのですか。 691 

大平部長 今後、道といろいろと協議をして、何ができるかということは、協議をしてい 692 

きたいというふうに思っております。 693 

 以上です。 694 

委 員 長 いいですか。 695 

井  上 はい、いいです。 696 

委 員 長 他に質疑ございますか。 697 

山  本 113ページの道路維持に関する関係で、ちょっとお聞きをしておきたいと思いま 698 

す。今、多分ことしもすごくしばれたので、雪解けと同時に各舗装道路が結構 699 

穴があいてくるのだろうと思います。ここで道路維持で予算つけていらっしゃ 700 

るのでわかるのですけれども、道路のパトロールする間隔と多分業者にお願い 701 

していると思うのですけれども、何人ぐらいの体制でやって、結構大きな穴が 702 

放置されているのが市内に散見される、多分これ見ていらっしゃるのだと思う 703 

のですけれども、間隔があいているのか、人数が足りないのか、予算が足りな 704 
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いのか、ちょっとその辺どのようになっているのか、そこだけお聞きしておき 705 

たいと思います。 706 

 以上です。 707 

千葉副主幹 今の道路の穴に対してでございますが、パトロールの人数としましては、夏の 708 

維持ということで滝川環境維持管理協同組合のほうに２名のパトロールを委託 709 

しております。２名のパトロールのほかに我々職員が表に出たときには、各路 710 

線、さっとでございますが、パトロールをしながらやっております。その大き 711 

な穴とかでございますが、滝川市内420キロございます。その中で、すべてが私 712 

たちの目の届く範囲でもございませんので、またそういったような穴があれば 713 

情報をいただければ、すぐ埋めに行くような形をとりたいと思っておりますの 714 

で、ご理解のほどよろしくお願いいたします。 715 

 以上です。 716 

山  本 千葉さんに私もお願いを何回かしたことがあるのですけれども、どうも対応が 717 

おくれおくれになっているので、やっぱりこれ基本的に見回っている人数が足 718 

りないのではないかと思うのです。それで、やはりその辺もっときめ細かく対 719 

応できるように組合に委託するのも結構なのですけれども、もっと対応して、 720 

やっぱり大きな穴、小さな穴を含めて、もし道路の穴で事故でも起きれば市の 721 

責任でありますので、それだけは絶対回避しなければいけないので、そんなこ 722 

とのないようにきめ細かな対応になるような対策で予算組みがなされるように 723 

今後も考えていただきたいと思います。 724 

委 員 長 ということは、要望ということで、答弁はいいですか。 725 

山  本 いいです。 726 

委 員 長 他に質疑ございますか。 727 

副委員長 市立病院の横の歩道の関係で、ちょっと凍上して今現在なっているというのは 728 

理解していますか。修繕の予定というか、見込みはしていますか。とりあえず。 729 

尾崎副主幹 土木課、尾崎です。 730 

 市立病院横の歩道でございますけれども、この冬非常にしばれが厳しくて、一 731 

部ちょっと凍上しておりまして、部分的に応急処置ということで補修はしてお 732 

りますが、雪解け後、全面的にすべて見まして、段差がある箇所につきまして 733 

は、補修していきたいなというふうに考えております。 734 

 以上です。 735 

副委員長 河川の維持費の関係で、橋とか道路とか、そういう公園とか、いろんな計画、 736 

中長期的な計画を立てているのですけれども、この滝川における中小の河川、 737 

五、六本ぐらいあるかな、その辺のそういう計画というか、そういう維持管理 738 

を含めた形で、どのような体制を含めて、そういう計画を策定するものがある 739 

のかどうか、１点確認をさせてください。 740 

 以上です。 741 

千葉副主幹 河川の計画でございますが、計画というよりは、中小かなり滝川市も河川はた 742 

くさんありますので、その農業災害といいますか、農家の田んぼとかにつかる 743 

とか、そういったものを重視しながら、しゅんせつのほうをということで計画 744 

を策定しております。 745 

 以上です。 746 

委 員 長 いいですか。 747 

副委員長 いいです。 748 
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委 員 長 他に質疑ございますか。 749 

（なしの声あり） 750 

委 員 長 質疑なしと確認させていだきます。 751 

 質疑留保をお諮りする前に、吉井副市長から先ほどの清水委員の質疑の留保の 752 

案件について、発言が求められておりますので、これを許します。 753 

吉井副市長 西２号の都市計画の関係で、若干お話しさせていただきたいと思いますが、そ 754 

もそも都市計画事業といいますのは、大きな構想の中で５年も10年も何十年も 755 

かけて少しずつ予算化しながら整備していくものだと、今までもそうしてきた 756 

というふうに私は認識をしております。先ほどから担当も説明しておりますけ 757 

れども、この西２号通りの今回の予算の関係については、都市マスですとか、 758 

都市交通プランですとか、このまちの骨格をつくるその大きな構想の中の一環 759 

ということであって、長年かけて整備をしてきた都市環状軸の最後の区間であ 760 

るということでございます。これを実施することによるメリット、効果等につ 761 

いては、先ほどから重々担当のほうから説明をさせていただいたというふうに 762 

思っております。どうか、この件につきましては、委員の皆さん方の賢明な判 763 

断をお願いしたいと思っております。 764 

 また、私は、予算といいますのは、もちろん単年度で完結する即効性のある経 765 

済対策とか、そういう予算はもちろん必要とは思いますけれども、５年、10年、 766 

もしくは20年先を見据えて、将来の滝川の発展に今、手を打たなければいけな 767 

い場合は、その布石を打つ予算も確保していかなければいけないというふうに 768 

は思っています。この西２号通りの予算に関しましては、予算化のタイミング 769 

については、都市マスができた、交通のプランができた、総合計画の初年度で 770 

もある、このタイミングを逃す手はないというふうに確信をしております。ど 771 

うか委員の皆様方、本当に賢明な判断をよろしくお願いいたします。 772 

 以上です。 773 

委 員 長 それでは、質疑の留保については、清水委員から出されております土地区画整 774 

理事業の見直しについての１件と確認したいと思いますが、それでよろしいで 775 

しょうか。 776 

（「異議なし」の声あり） 777 

委 員 長 その１件と確認いたします。 778 

 以上で、土木費の質疑を終結いたします。 779 

 暫時休憩いたします。 780 

休  憩 １１：３６ 781 

再  開 １１：４５ 782 

委 員 長 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。 783 

 教育費 784 

委 員 長 教育費の説明を求めます。教育部長。 785 

舘 部 長 （教育費について説明する。） 786 

委 員 長 説明が終わりましたので、これにて午前中の審議を終了し、関連議案第15号、 787 

21号を含めて、一括質疑については午後の日程で開会したいと思います。 788 

 暫時休憩いたします。 789 

休  憩 １１：５５ 790 

再  開 １３：００ 791 

委 員 長 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。 792 
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 午前中教育費の説明が終了しておりますので、これより関連議案第15号、第21 793 

号を含めて一括質疑に入ります。質疑ございますか。 794 

木  下 私のほうから５件ほど質問したいと思います。 795 

 まず127ページ、心の教育推進に要する経費393万8,000円のうちスクールカウン 796 

セラー報酬294万9,000円の内訳の中で、その分が何人分かをお聞きします。 797 

 それと、また学校サポート事業に要する経費1,003万1,000円、報酬984万円の内 798 

訳、その中で人数、時間、仕事の内容をお聞きします。 799 

 同じく127ページ、特別支援教育の推進に要する経費706万8,000円の内訳、その 800 

中でも事業内容の内訳を知りたいと思います。 801 

 あと129ページ、少人数学級実践研究事業に要する経費１万円、わずか１万円で 802 

どんな事業をするのかをお聞きします。 803 

 それと133ページ、高等学校費の中で、学校管理費154万6,000円がふえている内 804 

訳をお聞きします。 805 

 それと、情報処理教育の振興に要する経費の1,493万7,000円の内訳をお願いい 806 

たします。 807 

 以上です。 808 

吉川課長 教育支援課、吉川です。 809 

 まず、127ページの１点目、スクールカウンセラー報酬について、お答えをいた 810 

します。このスクールカウンセラーは、小学校７校を巡回しているスクールカ 811 

ウンセラーを市独自で嘱託職員として採用しておりまして、１名分の報酬でご 812 

ざいます。業務内容は、学校生活に不安や悩みを抱えている児童への教育相談 813 

や教職員との情報共有を中心にした業務としております。 814 

 ２つ目の同じく同じページの学校サポート事業に要する経費の中の学びサポー 815 

ターの報酬でございますけれども、学びサポーターにつきましては総額で984 816 

万円持っておりますけれども、内訳につきましては１校当たり年間960時間の配 817 

分をしておりまして、時給を1,000円ということで設定しております。大体学校 818 

から見れば、１週間当たり24時間ぐらいのサポーターの配置が可能となってお 819 

ります。全校に配置しておりまして、学校の中では、その年間960時間を上手に 820 

活用して２名配置している学校もありますし、１名配置している学校もござい 821 

ます。業務内容は、小学校では、主に理科や算数で、授業等で理解の差が生じ 822 

てくるような場面や単元がありますから、このような場面で担任と連携して、 823 

授業に入ってサポートをするというような業務。それから、中学校では、中１ 824 

ギャップというふうに感じている生徒さんも多いですので、新しい仲間づくり 825 

とか、あるいは中学校の授業などでつまずきなんかがあるような子供に対して 826 

のサポートを行うというのが主な業務であります。 827 

 それから３つ目、同ページの特別支援教育の推進に要する経費706万8,000円で 828 

すけれども、これの内訳については、このうち653万6,000円については、特別 829 

支援学級を配置している学校に、その子供たちの学校生活を介助するための用 830 

務として、５名の人員を配置しているところです。その人件費が653万6,000円 831 

ということになっています。この生活介助をする方々につきましては、特に特 832 

別支援学級でも肢体不自由児学級、それから自閉・情緒学級の子供たちの在籍 833 

するところに配置をして、児童生徒が不安なく学校生活を送れるようにサポー 834 

トする業務を進めているところでございます。 835 

 以上です。 836 
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小谷主査 学校教育、小谷です。 837 

 129ページの少人数学級の１万円の内訳についてご説明します。少人数学級実践 838 

事業の教職員の人件費については、職員費のほうで計上されておりまして、こ 839 

の１万円の中身は、その教員が例えば見学旅行ですとか、研修とかに行く旅費 840 

相当分です。それで、１人１万円となっております。 841 

 以上です。 842 

坪田事務長 西高等学校です。 843 

 133ページの関係ですけれども、154万6,000円のふえた部分の関係ですけれども、 844 

西高につきましては教育教材費、学校保健、情報処理教育、語学指導、その他 845 

管理に要する５項目を持っておりまして、それのトータルで154万6,000円ふえ 846 

たわけですけれども、大きくは24年度、いすの購入に当たる部分で200万円相当 847 

計上しております。 848 

 それから、情報処理教育の振興に要する経費の1,493万7,000円の内訳でござい 849 

ますけれども、これにつきましては、商業科と普通科の主にパソコン関係のリ 850 

ース料でございます。内訳でございますけれども、４教室ございまして、商業 851 

関係では情報処理室485万9,000円、それから総合実践室431万5,000円、これは 852 

年額でございます。それから、ワープロ室321万1,000円、それから普通科のパ 853 

ソコン室で233万8,000円、これのトータルが1,472万3,000円でございます。こ 854 

れと、情報化推進室さんのほうに経費分として21万4,000円計上させていただい 855 

ておりますので、トータルで1,493万7,000円という内訳になります。 856 

 以上です。 857 

黒川副主幹 学校教育課、黒川です。 858 

 先ほどの少人数学級の関係なのですが、職員費で見ていると申していました人 859 

件費なのですが、期限つき教諭１名で、総体で人件費は約518万円を見込んでお 860 

りますので補足をいたします。 861 

木  下 済みません。その少人数学級の１万円という旅費については、１人分の旅費と 862 

いう考え方でよろしいのでしょうか。 863 

小谷主査 はい、そうです。 864 

委 員 長 いいですか。 865 

木  下 わかりました。 866 

委 員 長 他に質疑ございますか。 867 

  堀   ２点お聞きしたいと思います。 868 

 １点目は、開西中、今、改築やっていますけれども、学校の増改築に伴って、 869 

特に保健室の塗装関係ですが、これは昨年、中央保育所で、病後児保育室の塗 870 

装をしっくい塗装でされましたけれども、今後この学校関係の小学校、中学校 871 

の保健室などにしっくい塗装を行うような予定があるのかどうなのかというの 872 

を１点お聞きします。 873 

 それからもう一点、就学支援制度というのがあると思うのですが、これはどこ 874 

の分野に入っているのかちょっとわからないので、お教えをいただきたいと思 875 

います。 876 

 以上です。 877 

木村主査 学校教育課、木村です。 878 

 ２点目の就学支援につきましては、それぞれ小学校費、中学校費ともに扶助費 879 

という名目で要保護・準要保護等の就学援助費のほうを見ております。ページ 880 
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数で申しますと、小学校費が131ページで中学校費が133ページです。 881 

 あと、給食費のほうにおいても扶助費がございまして、そちらが135ページとな 882 

っております。 883 

 以上です。 884 

酒井主査 新しい学校づくり推進室主査、酒井です。 885 

 １番目の質問にありました保健室のしっくい塗装については、保健室について 886 

は、しっくい塗装は予定されておりません。 887 

 以上です。 888 

  堀   やっぱり子供たちの健康等を考えると、やっぱり塗装面は大事な課題だと思う。 889 

ただ、高いというのが一番のネックなのでしょうけれども、せめて保健室ぐら 890 

いは、やっぱりそういう体に優しい部屋にしておかないとならないのではない 891 

かというふうに、まず私は考えます。そういう意味では、限られた部屋ですか 892 

ら、そんなに予算がふえるということはないと思いますので、ぜひこれまず今 893 

後の予定として検討していただきたいと思うことに対しての答弁を求めます。 894 

 それからもう一つ、就学支援制度は、中身については、いろいろあると思うの 895 

ですが、１つお聞きしたいのは、修学旅行も支援の体制に入っていると思うの 896 

ですが、そういうときに何らかの事情で当日どうしても熱が出たとかで出られ 897 

なくなったと、そういうときにキャンセル料を何か支払わなければならないと 898 

いうようなことをちょっとお聞きをしましたけれども、この点についてはどう 899 

なのか、この２点ご質問いたします。 900 

中川課長 先ほどご質問いただきましたしっくい塗装の検討でございます。現在でも開西 901 

中学校の改築に伴いましては、建築基準法で、今、化学物質過敏症の関係で、 902 

使う塗料等厳しく規制を受けておりまして、それに合った、適合した物を使う 903 

ように今、行っております。ですから、このしっくい塗装につきましても、今 904 

後の、これから第三小学校の検討に入りますので、そういったことも比較しな 905 

がら検討させていただきたいと思います。 906 

 それともう一つ、就学援助にかかわって、修学旅行費の例えばキャンセル料等 907 

のお話がございました。実は、従来キャンセル料については、対象とはなって 908 

いなかったのですが、新年度、24年度に向けましては、それらについて対象に 909 

できるように今検討を行って、何とかそれを対応していけるように、負担がな 910 

いようにしていきたいというふうに考えております。 911 

 以上です。 912 

委 員 長 他に質疑ございますか。 913 

山  口 ２点お願いします。 914 

 135ページ、給食配送委託料ですけれども、配送業務の指針といいますか、業務 915 

内容を具体的に提示ください。 916 

 それと、141ページ、図書館の運営なのですけれども、すごくふえていいのです 917 

けれども、本の延滞といいますか、戻さない人がかなり見受けられるのですけ 918 

れども、その状況を把握しているのかということと、それからそれに対する対 919 

応といいますか、その人にはもう貸さないとか、そういう罰則みたいなものを 920 

つくることはないのか。 921 

松澤主査 学校教育課、松澤です。 922 

 学校給食の配送の件について、お答えいたします。親となる学校が調理して、 923 

調理を終えた食器、食缶を異なる、例えば江部乙ですと、江部乙小学校ででき 924 
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上がった食器、食缶をコンテナに積みまして、そのコンテナを配送トラックに 925 

積み込みまして、江部乙中学校のほうに配送いたしまして、江部乙中学校の受 926 

ける学校では、配ぜん室のほうにでき上がったコンテナをすべておさめるとい 927 

うのが配送の中身となっております。 928 

 以上です。 929 

南 館 長 図書館、南でございます。 930 

 先ほどのご質問にお答えいたしますが、本の延滞でございます。ただいまシス 931 

テムが新しくなっておりまして、その中で延滞は確実に把握できております。 932 

ただ、今現在使われている業務提要の中では、督促を出すという規定で、その 933 

後２年続けてずっと督促を出していくという内容になっておりますが、現在、 934 

今、業務提要を見直して、できるだけ一般市民の方々に不公平なことがないよ 935 

うな対応で、罰則というよりも努力義務ということで、貸し出しを禁止すると 936 

ころまでは、そのようなことはないと思いますけれども、そのような対応をと 937 

っていきたいというふうに考えております。 938 

 以上です。 939 

委 員 長 答弁終わりました。 940 

山  口 給食配送ですけれども、その委託先の業者に対する衛生管理の指導というのは、 941 

どういうふうに行っているのですか。 942 

松澤主査 トラックは専用のトラックを使用しておりまして、ほかの荷物は混在しないよ 943 

うにということで指導しております。 944 

 以上です。 945 

山  口 衛生管理ってすごく大事だと思うのですけれども、指導はその専用トラックを 946 

使うということだけですか。 947 

中川課長 委託業務契約の仕様書では、ほかのものを積まない専用のトラックということ 948 

で、給食以外に、例えば給食がないときに、その別のものを積んで、衛生面に 949 

支障がないようにということで、そういう専用のトラックを用意する業者と委 950 

託契約を結ぶことになっています。 951 

 以上です。 952 

委 員 長 いいですか。 953 

 他に質疑ございますか。 954 

清  水 では、まず温水プールなのですが、その前に、ちょっと通告していない部分を 955 

先にやったほうがいいなと思って。 956 

（「通告していないのか」の声あり） 957 

清  水 済みません、申しわけないです。 958 

 遠征費の予算が今回つけられていると思うのですが、どの説明欄に載っている 959 

のか、その他諸費等だと思いますが、まずそこを説明していただいて、結局小 960 

学校については、道内5,000円、道外１万円ということで、１万円ということは、 961 

現状の市立高校と同じということで、かかる経費から見ると非常にわずかと言 962 

えばわずかなのですが、義務教育ということで、もう少しこの金額を上げると 963 

かというような計画もあったのかなというふうに思うのですが、経過について 964 

お伺いします。 965 

 ２点目は、ソフトボール場を新たに整備されると。古いソフトボール場の撤去 966 

の関係は、教育部だというふうに思うのですが、その費用やスケジュール、ま 967 

た先ほどの款で、それを受けて建設部のほうでは補正予算を組んでいくという 968 
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話がされていましたので、撤去が終わるのはいつごろになるのかということで 969 

お伺いします。 970 

 ３点目は、資料請求をしていた中でお伺いしたいのですけれども、青年体育セ 971 

ンター等で5,344万8,000円のうち人件費が2,822万円と。ここの中の人件費の内 972 

訳、特に24年度から常務理事が新設されると、そういう計画だったと思うので 973 

すが、理事長の兼務が継続するのか、それとも理事長と常務理事、そういう体 974 

制に変わっていくのか、お伺いをしたいと思います。この内訳については、正 975 

職、嘱託、臨時、この３つに分かれていると思うのですが、大体どれぐらい、 976 

何人で、それぞれ単価がどうなのかということについて伺います。 977 

 それと、旧高等技専については、３つの社会教育、教育部ですね、それと教育 978 

センター、さらに建設部かな、防災倉庫ですね。防災倉庫は独立しているのか。 979 

主な管理はどこがするのかと、その費用は、どこに計上されているのかという 980 

ことをお伺いします。 981 

 補助金なのですが、体育協会に対する補助金の使い方ということで出てくると 982 

思うのですが、パークゴルフ場のその運営について、いろいろ考えたら普通は 983 

ここのパークゴルフ場の管理はだれがするのだというところまでは、ちゃんと 984 

教育委員会できちっと線を決めてやらないと、やるのが当然だというふうに思 985 

うのですが、実態としては決まっていなくて、各団体が体育協会と交渉すると。 986 

では、ことしは芝刈り機中古あるから、ちょっとそれ出しましょうとか、そう 987 

いうことでは、やはり公共施設の管理ということで、しかも補助金の使い方と 988 

しては、ちょっとあいまいなのかなと。体育協会を通して各団体がということ 989 

であったとしても、その区分けというか、線引きというのですかね、そこは明 990 

確にすべきだというふうに思うのですが、お考えを伺いたいと思います。 991 

 そして、通告の中身に入っていきたいと思いますが、まず温水プール。 992 

 １点目、補助金として15年契約と聞いておりますが、金額、補助の範囲、補助 993 

の範囲というのは、市民が使えるということで、コース占有や利用可能施設の 994 

範囲、また使用時間、何時から何時、市民が支払う使用料金、あくまでもこれ 995 

はコース占有部分について伺います。 996 

 次に、違約金について伺います。 997 

 ３点目は、譲渡範囲について伺います。 998 

 次、中学校費。 999 

 武道についてですが、まず結果的には相撲、柔道なのですが、それを選択する 1000 

上で、もし剣道を選択するとしたら、どこまで経費出しますよというような内 1001 

容は、学校にきちんと伝わっていたのか、また、それについての問い合わせが 1002 

学校側からあったのかどうかについて伺います。 1003 

 ５点目は、柔道、相撲に決まったわけですが、きのうも毎日新聞かな、その潮 1004 

流か何かに載っていましたけれども、非常にやっぱり安全対策がおくれている 1005 

ということで、保護者からの問い合わせは、どんなものがあるのかと。 1006 

 ６番目は、柔道や相撲の時間数が14時間というのは聞いております。しかし、 1007 

学習内容は今後これからということで、しかしその場合、各学校でそれを決め 1008 

るのか、あるいは市内でばらつきがかなり出ても、それでよいのかということ 1009 

を伺います。 1010 

 以上です。 1011 

竹谷課長 清水委員さんのご質問について、お答えしたいと思います。 1012 
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 まず、１点目の遠征費の部分で、社会教育課の予算の中で、青少年文化スポー 1013 

ツ全国大会出場報償費の交付要綱をつくりまして、予算をつけている場所が予 1014 

算書の135ページから137ページでございまして、青少年育成に要する経費のそ 1015 

の他諸費、137ページのほうに記載がございますが、43万8,000円の中に含まれ 1016 

てございます。この中に予算が20万円ということで、ことし予算を計上してご 1017 

ざいます。 1018 

 続きまして、現在、空知川の河川敷にあるソフトボール場のほうでございます 1019 

が、こちらの撤去費用と撤去の時期について、まだ土木とちょっと最終調整は 1020 

していないのですが、新しいソフトボール場の設計費は、新年度予算で予算組 1021 

みをしてございます。新年度の中でちょっと検討してまいりたいと思いますが、 1022 

早ければ24年の冬に空知川のソフトボール場のところを雪捨て場にしたいとい 1023 

うふうな考えを土木のほうからは聞いてございます。 1024 

 続きまして、青年体育センターということで、資料要求をいただきました指定 1025 

管理の人件費2,822万円ということでございますが、常務理事等の人件費につき 1026 

ましては、補助金のほうで支出をしてございます。この金額の中には、青年体 1027 

育センター等の各管理施設を運営するということで、現在雇われているのが、 1028 

嘱託職員５名と、冬の間ですけれども臨時職員が６名ということで雇われてご 1029 

ざいます。夏場になりますと、あとさらにふえる形にはなります。 1030 

 あと、常務理事を新年度どうするのかということでございますが、こちらのほ 1031 

うは、今、体育協会のほうで検討されているということで聞いてございますの 1032 

で、決まりましたらまた周知がされるものというふうに考えてございます。 1033 

 続きまして、体育協会の補助金の中でパークゴルフ場の予算の関係でございま 1034 

すが、これも指定管理の中でございまして、指定管理の協定書の中では、10万 1035 

円以上のものについては市で予算をつけて実施をすると。それ以内のものは、 1036 

体育協会のその指定管理の中の予算で実施をしていただくということでござい 1037 

ます。ただ、全体の中で、なかなか乗用の草刈り機を買うだとかというのがな 1038 

かなか現状更新ができてございませんが、昨年の予算でホバーモアといって、 1039 

グリーン周りを刈る機械を体協のこの指定管理の中の予算で購入をしていただ 1040 

いてございます。 1041 

 それと、温水プールの部分でございますが、ご質問の補助金として幾らぐらい 1042 

を考えているかということでございますが、市の運営事業として行っていただ 1043 

く補助金は、年間1,872万円ということで考えてございます。その中で、現在の 1044 

９コースのうち３コースをこれまで同様に市民が使用できるコースとして確保 1045 

していただきたいと考えてございます。年間260日以上開館をしていただいて、 1046 

１日平均10時間以上を使えるような形でお願いをしたいということでの公募を 1047 

してございます。 1048 

 あと、利用できる施設の範囲、さらには使用料金については、現在提案の中で 1049 

今後この選定会議の中で示されて、その中で決定されるような形になろうかと 1050 

いうふうに考えてございます。 1051 

 また、契約の違約金につきましては、現在考えているのは、譲渡物件の固定資 1052 

産税評価額の10％を違約金というふうに考えたいというふうに考えてございま 1053 

す。 1054 

 また、譲渡範囲の部分でございますが、土地が4,054.81平米ございまして、こ 1055 

の中に駐車場も含んでございます。約20台分確保できると考えてございますが、 1056 
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この部分も含めて無償譲渡したいと考えてございます。 1057 

 済みません、１点抜けておりました。教育支援センターの管理についてでござ 1058 

いますが、一応教育支援センター全体の管理は、体育館がございまして、午前 1059 

９時から午後９時まで開館をする予定でございますので、全体を社会教育課所 1060 

管で管理をしていきたいというふうに考えてございます。 1061 

 以上でございます。 1062 

委 員 長 どこに計上しているのかと。 1063 

竹谷課長 経費については、予算書の143ページの教育支援センターの運営管理に要する経 1064 

費1,115万1,000円という、ここの中に経費が含まれてございます。 1065 

 以上でございます。 1066 

中川課長 それでは、清水委員からのご質問にお答えさせていただきます。 1067 

 まず最初に、大会派遣奨励費の関係でございます。今回、小学校まで拡大する 1068 

ということで予算として計上させていいただいておりますが、小学校はご存じ 1069 

のとおり特別クラブという形で種目も限られているということや、参加児童の 1070 

関係もございまして、今回5,000円という単価を設定させていただきました。我々 1071 

としては、過去にもこういった学校によって野球ですとか合唱ですとか器楽で 1072 

すとか、そういった特別クラブの活動が盛んに行われているという実態を把握 1073 

しておりましたが、今回何とかそれに費用を充てていただくということで、本 1074 

来この奨励費の関係については、全額をこの大会派遣奨励で報償費として支出 1075 

するということでなくて、その費用を充てていただくという、一部という考え 1076 

でおりますので、小学校につきましては、まず第一歩前進させていただいたと 1077 

いうことでご理解いただきたいと思います。 1078 

 それと、次の剣道の関係でございますが、剣道をどこまで補助するというよう 1079 

なご質問であったと思いますが、当初から中学校からの武道に関する種目につ 1080 

いては、柔道と剣道というふうにお話をいただいておりましたので、特に剣道 1081 

について、それを就学援助の体育実技用具として対象として検討するというよ 1082 

うなことは行っておりません。 1083 

 あと、もう一つ保護者からの問い合わせということがございましたが、直接教 1084 

育委員会には、そういった保護者からの問い合わせは届いておりません。 1085 

 以上です。 1086 

四十九院指導参事 指導参事、四十九院です。 1087 

 お尋ねの柔道、相撲の学習内容につきましては、学習指導要領の中に内容が示 1088 

されておりますけれども、道教委で実施されました実技講習会や研修会などで、 1089 

そのモデルとなる単元計画例を示されております。実際の作成に当たっては、 1090 

各学校で決定するものですけれども、子供や指導者の実態によって多少の違い 1091 

は考えられますが、大きく違うものではないというふうに考えております。 1092 

中川課長 済みません、１カ所答弁漏れておりました。この体育派遣奨励の予算ですが、 1093 

学校教育の関係は、127ページの報償費357万2,000円、これがその費用でござい 1094 

ます。 1095 

 以上です。 1096 

委 員 長 答弁終わりました。 1097 

清  水 まず、温水プールについては、市民が使う部分の使い勝手というか、市民が使 1098 

いやすいということが、この1,872万円の条件だというように思うのです。それ 1099 

で、これによる不利益が出ないような、15年出し続けなければならないわけで 1100 
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すから、その保障になるような進め方について伺います。 1101 

 次、武道については、中身についてはいいけど、モデルが単元計画例として示 1102 

されるのは、いつごろなのでしょうか。 1103 

 それと、仮に体協の常務理事がことしも選ばれないということになった場合、 1104 

または常務理事が１人配置されるという場合の補助金額に違いは出てくるのか 1105 

ということについて伺います。 1106 

 パークゴルフ場については、10万円以上は市が予算化すると言いつつ、では10 1107 

万円未満のところは、指定管理先の体協がすべてやっているかというと、そう 1108 

ではなくて、もうほとんどボランティアでやっていると言っても過言ではない 1109 

と思うのですよ。だから、こういう指定管理施設のボランティアで非常に不満 1110 

に思っている団体もあるようなので、不満についてどのようにこれから対応し 1111 

ていくのかということを伺います。 1112 

 以上です。 1113 

竹谷課長 まず、１点目の温水プールのところでございますが、不利益が出ないというの 1114 

は、この事業者に対してということ…… 1115 

清  水 いやいや、市民。 1116 

竹谷課長 市民に対してですね、済みません。 1117 

清  水 市民と市ですね。 1118 

竹谷課長 15年継続できるような提案内容かどうかというのを、今後、職員審査会議の中 1119 

で、慎重に吟味をいたしまして、それで決定をしてまいりたいというふうに考 1120 

えてございますので、その中で先ほど言いました市民が使えるコースを確保し 1121 

ながら、これまで同様に使えるような形で実施をしてまいりたいというふうに 1122 

考えてございます。 1123 

 それと、２点目の体協の部分でございますが、現時点では常務理事を置いてい 1124 

ただくということで、３年前から予算組みをしてございます。ですから、平成 1125 

24年につきましても常務理事を置く形での予算組みをしてございます。ただ、 1126 

以前22年のときに常務理事を置くことができなかったということで、最終的に 1127 

は年度末で補助金の変更申請をしていただきまして、その額を減額した形での 1128 

補助をしたということでございます。ですから、24年につきましても同じよう 1129 

なことがあれば、また年度末で調整をさせていただきたいというふうに考えて 1130 

ございます。 1131 

 また、３点目のパークゴルフ場の部分でございますが、実際の中、いろいろな 1132 

形で各スポーツ団体の方々にもいろんな協力をいただいて、ボランティアの部 1133 

分も結構あるのかというふうに考えてございます。ただ、不満に思っていると 1134 

いう部分、ないとは言えないですけれども、以前から見ますと、かなり各団体 1135 

のほうから市のほうということではなく、指定管理者、体育協会のほうに以前 1136 

と違って、かなりいろんな部分で改善をしていただいているというふうに伺っ 1137 

ているというふうに私どもは聞いております。ただ、何かどうしても不満な部 1138 

分があれば、市も積極的な予算を、また協議をいただいた中で対応してまいり 1139 

たいというふうに考えてございます。 1140 

 以上でございます。 1141 

四十九院指導参事 お尋ねのありましたモデルとなる単元の計画例につきましては、昨年及びこと 1142 

しになって実施されました研修会のほうに既に提示されております。実際の活 1143 

動につきましては、実態によって多少手直しは必要かというふうには考えてお 1144 
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ります。 1145 

委 員 長 答弁終わりました。 1146 

清  水 研修会の時点でモデル単元計画例が示されたということですが、今の状況を見 1147 

ていると、後日また示され直すということが、何か予想されるのですけれども、 1148 

それも各学校の指導体制や指導者の能力によっては、無理することになっては 1149 

いけないので、いや、うちはもうここまでだというようなことで、市内でばら 1150 

つきが結構出ても、それは教育指導内容としては、やむを得ないと僕は思いま 1151 

すよ。ぜひ、そうしていただきたいなと思うのですが、そのことについて再度 1152 

伺いたいと思います。 1153 

四十九院指導参事 お尋ねのありましたように、学習につきましては安全が第一でありますので、 1154 

その指導内容につきましては、児童や指導者の実態に合わせて考えていくこと 1155 

がとても大切なことではないかなというふうに教育委員会も押さえております。 1156 

委 員 長 他に質疑ございますか。 1157 

副委員長 139ページ、文化センターの運営管理に要する経費で、舞台照明設備機器更新工 1158 

事というふうになっています、照明ですね。工事内容として、その調光器等の 1159 

取りかえというか、そういうものかと思っていますけれども、現在、滝川にも 1160 

ＬＥＤの営業所もできたという中で、そういう方向があるのかどうか、ＬＥＤ 1161 

を使用するという予定というか、工事の中身になりますけれども。 1162 

 以上。 1163 

吉住副主幹 社会教育課、吉住です。文化センターの照明卓の更新に伴うＬＥＤへの変更に 1164 

ついてお答えいたします。 1165 

 舞台照明のＬＥＤは、現在ライブハウスなど小さな小屋では導入されています 1166 

が、たきかわ文化センターのような大きなホールでのＬＥＤについては、ただ 1167 

いま開発途中であり、文化センターのような大規模舞台での導入というのは、 1168 

道内でもまだ例がございません。費用対効果あるいは、まだ文化センターのよ 1169 

うな大きな舞台に耐えられるかというデータも現在のところございませんし、 1170 

所管といたしましては大ホールでの導入は尚早というふうに考えております。 1171 

 また、調光作業に今のものからＬＥＤにかえると、現在のＬＥＤでは調光の作 1172 

業に２倍程度の時間がかかるということで、その分の人件費を利用者に加算し 1173 

なければならない、あるいはまだ俳優とか演奏家の中で、ＬＥＤの照明だとそ 1174 

の舞台には出ませんという出演者の問題もありまして、たきかわ文化センター 1175 

で呼びたい舞台等に制限が加わるということも考えられます。舞台照明でのＬ 1176 

ＥＤについては、まだ開発途上であるということから、今回につきましては、 1177 

従前どおりの照明設備を活用したいというふうに考えております。 1178 

 以上です。 1179 

委 員 長 答弁が終わりました。いいですか。 1180 

 他に質疑ございますか。 1181 

（なしの声あり） 1182 

委 員 長 それでは、質疑なしということでよろしいですね。 1183 

（異議なしの声あり） 1184 

委 員 長 それでは、質疑の留保はなしと確認いたしますが、よろしいでしょうか。 1185 

（異議なしの声あり） 1186 

委 員 長 以上で、教育費及び関連議案第15号、第21号の質疑を終結いたします。 1187 

 以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 1188 
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 明日は、午前10時から会議を開きます。 1189 

 本日は、これにて散会いたします。ご苦労さまでした。 1190 

散  会 １３：４５ 1191 

 1192 


